
（⾃動⾞検査証等の有効期間の起算⽇）
第四⼗四条 ⾃動⾞検査証の有効期間の起算⽇は、当該⾃動⾞検査証を交付する⽇
⼜は当該⾃動⾞検査証に係る有効期間を法第七⼗⼆条第⼀項の規定により記録す
る⽇とする。ただし、⾃動⾞検査証の有効期間が満了する⽇の⼀⽉前（離島（橋
⼜はトンネルによる本⼟（本州、北海道、四国、九州及び沖縄島をいう。）との
間の交通⼜は移動が不可能な島をいう。）に使⽤の本拠の位置を有する⾃動⾞に
あつては、⼆⽉前）から当該期間が満了する⽇までの間に継続検査を⾏い、当該
⾃動⾞検査証に係る有効期間を法第七⼗⼆条第⼀項の規定により記録する場合
は、当該⾃動⾞検査証の有効期間が満了する⽇の翌⽇とする。
２ ⾃動⾞予備検査証⼜は限定⾃動⾞検査証の有効期間の起算⽇は、当該⾃動⾞予
備検査証⼜は限定⾃動⾞検査証を交付する⽇とする。
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